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８
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定
の

有
効

期
間

公

　

告

　
鳥

獣
の

保
護

及
び

管
理

並
び

に
狩

猟
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
４

年
法

律
第

８
８

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
鳥

獣
保

護
区

特
別

保
護

地
区

を
指

定
す

る
の

で
、

同
法

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
２

８
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

公
告

し
、

令
和

３
年

８
月

３
日

か
ら

８
月

１
６

日
ま

で
の

間
、

当
該

特
別

保
護

地
区

の
名

称
、

区
域

、
存

続
期

間
お

よ
び

当
該

特
別

保
護

地
区

の
保

護
に

関
す

る
指

針
の

案
（

以
下

「
指

針
案

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。

　
な

お
、

同
法

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

８
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
当

該
特

別
保

護
地

区
の

区
域

の
住

民
お

よ
び

利
害

関
係

人
は

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
ま

で
の

間
に

、
知

事
に

指
針

案
に

つ
い

て
の

意
見

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

特
別

保
護

地
区

の
名

称

　
　

願
教

寺
特

別
保

護
地

区

２
　

特
別

保
護

地
区

の
区

域

　
　

願
教

寺
鳥

獣
保

護
区

の
う

ち
、

以
下

の
区

域

　
 　

大
野

市
上

小
池

１
１

６
字

幅
山

１
－

１
、

１
－

２
、

１
－

３
、

２
－

２
な

ら
び

に
同

１
１

５
字

出
倉

１
－

１
、

１
－

２
、

１
－

３
、

１
－

４
、

１
－

５
、

１
－

６
、

２
－

１
お

よ
び

２
－

２

３
　

特
別

保
護

地
区

の
存

続
期

間
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令
和

３
年

１
１

月
１

日
か

ら
令

和
２

３
年

１
０

月
３

１
日

ま
で

（
２

０
年

間
）

４
　

特
別

保
護

地
区

の
保

護
に

関
す

る
指

針
の

案

　
⑴

　
特

別
保

護
地

区
の

指
定

区
分

　
　

　
森

林
鳥

獣
生

息
地

の
保

護
区

　
⑵

　
特

別
保

護
地

区
の

指
定

目
的

　
　

 　
願

教
寺

特
別

保
護

地
区

は
、

願
教

寺
鳥

獣
保

護
区

の
う

ち
、

願
教

寺
山

の
麓

に
あ

る
台

地
状

の
地

形
に

ブ
ナ

林
や

サ
ワ

グ
ル

ミ
林

等
の

自
然

植
生

が
生

育
す

る
地

域
で

あ
る

。
森

林
性

鳥
類

の
う

ち
ヤ

マ
ド

リ
、

コ
ガ

ラ
、

ヤ
マ

ガ
ラ

の
繁

殖
も

確
認

さ
れ

て
お

り
、

鳥
獣

の
良

好
な

生
息

環
境

と
な

っ
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
特

別
保

護
地

区
に

指
定

す
る

も
の

で
あ

る
。

　
⑶

　
管

理
方

針

　
　

・
 　

定
期

的
に

巡
視

を
実

施
す

る
等

に
よ

り
、

静
謐

な
環

境
の

保
持

を
図

り
、

鳥
獣

の
安

定
的

な
生

息
に

著
し

い
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
の

な
い

よ
う

留
意

す
る

。

　
　

・
 　

落
葉

広
葉

樹
林

等
、

鳥
獣

の
生

息
地

の
環

境
を

適
切

に
保

持
し

、
鳥

獣
の

生
息

環
境

に
著

し
い

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

の
な

い
よ

う
留

意
す

る
。

　
　

・
 　

鳥
獣

の
生

息
に

影
響

の
な

い
範

囲
で

、
自

然
と

の
ふ

れ
あ

い
の

場
、

環
境

教
育

・
学

習
の

場
と

し
て

活
用

を
図

る
。

５
　

指
針

案
の

縦
覧

場
所

　
 　

福
井

県
安

全
環

境
部

自
然

環
境

課
、

福
井

県
奥

越
農

林
総

合
事

務
所

林
業

部
林

業
・

木
材

活
用

課
、

大
野

市
地

域
経

済
部

農
業

林
業

振
興

課

　
　

　
鳥

獣
の

保
護

及
び

管
理

並
び

に
狩

猟
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
４

年
法

律
第

８
８

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
鳥

獣
保

護
区

特
別

保
護

地
区

を
指

定
す

る
の

で
、

同
法

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
２

８
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

公
告

し
、

令
和

３
年

８
月

３
日

か
ら

８
月

１
６

日
ま

で
の

間
、

当
該

特
別

保
護

地
区

の
名

称
、

区
域

、
存

続
期

間
お

よ
び

当
該

特
別

保
護

地
区

の
保

護
に

関
す

る
指

針
の

案
（

以
下

「
指

針
案

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。

　
な

お
、

同
法

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

８
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
当

該
特

別
保

護
地

区
の

区
域

の
住

民
お

よ
び

利
害

関
係

人
は

、
縦

覧
期

間
満

了
の

日
ま

で
の

間
に

、
知

事
に

指
針

案
に

つ
い

て
の

意
見

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

特
別

保
護

地
区

の
名

称

　
　

河
内

特
別

保
護

地
区

２
　

特
別

保
護

地
区

の
区

域

　
 　

河
内

鳥
獣

保
護

区
の

う
ち

、
三

方
上

中
郡

若
狭

町
河

内
５

５
字

近
江

サ
尾

１
８

番
か

ら
５

５
番

ま
で

、
お

よ
び

５
６

字
峯

１
番

か
ら

４
５

番
ま

で
の

森
林

の
区

域
一

円

３
　

特
別

保
護

地
区

の
存

続
期

間

　
　

令
和

３
年

１
１

月
１

日
か

ら
令

和
２

３
年

１
０

月
３

１
日

ま
で

（
２

０
年

間
）

４
　

特
別

保
護

地
区

の
保

護
に

関
す

る
指

針
の

案

　
⑴

　
特

別
保

護
地

区
の

指
定

区
分

　
　

　
森

林
鳥

獣
生

息
地

の
保

護
区

　
⑵

　
特

別
保

護
地

区
の

指
定

目
的

　
　

 　
河

内
特

別
保

護
地

区
は

、
河

内
鳥

獣
保

護
区

の
う

ち
、

当
該

鳥
獣

保
護

区
を

代
表

す
る

コ
ナ

ラ
群

落
の

中
心

的
な

地
域

で
あ

る
。

猛
禽

類
は

こ
の

区
域

を
含

め
て

生
息

し
て

お
り

、
こ

の
こ

と
は

、
猛

禽
類

の
餌

と
な

る
多

く
の

小
動

物
や

植
物

で
構

成
さ

れ
る

豊
か

な
生

態
系

が
本

地
区

に
成

立
し

て
い

る
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。

　
　

 　
鳥

獣
の

良
好

な
生

息
環

境
と

な
っ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

特
別

保
護

地
区

に
指

定
す

る
も

の
で

あ
る

。

　
⑶

　
管

理
方

針

　
　

・
 　

定
期

的
に

巡
視

を
実

施
す

る
等

に
よ

り
、

静
謐

な
環

境
の

保
持

を
図

り
、

鳥
獣

の
安

定
的

な
生

息
に

著
し

い
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
の

な
い

よ
う

留
意

す
る

。

　
　

・
 　

落
葉

広
葉

樹
林

等
、

鳥
獣

の
生

息
地

の
環

境
を

適
切

に
保

持
し

、
鳥

獣
の

生
息

環
境

に
著

し
い

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

の
な

い
よ

う
留

意
す

る
。

　
　

・
 　

鳥
獣

の
生

息
に

影
響

の
な

い
範

囲
で

、
自

然
と

の
ふ

れ
あ

い
の

場
、

環
境

教
育

・
学

習
の

場
と

し
て

活
用

を
図

る
。

５
　

指
針

案
の

縦
覧

場
所

　
 　

福
井

県
安

全
環

境
部

自
然

環
境

課
、

福
井

県
嶺

南
振

興
局

農
林

水
産

部
林

業
・

木
材

活
用

課
、

若
狭

町
農

林
水

産
課

　
　

　
鳥

獣
の

保
護

及
び

管
理

並
び

に
狩

猟
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
４

年
法

律
第

８
８

号
）

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

８
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
公

聴
会

を
開

催
す

る
の

で
、

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

（
平

成
１

２
年

福
井

県
規

則
第

９
７

号
）

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

願
教

寺
鳥

獣
保

護
区

同
特

別
保

護
地

区
の

指
定

に
関

す
る

公
聴

会
の

開
催

　
⑴

　
日

時

　
　

　
令

和
３

年
８

月
２

６
日

（
木

）
１

３
時

３
０

分
か

ら

　
⑵

　
場

所

　
　

　
奥

越
農

林
総

合
事

務
所

農
業

研
修

館
　

２
階

　
技

術
研

修
室

　
　

　
福

井
県

大
野

市
友

江
１

１
－

１
０

　
⑶

　
意

見
を

聴
こ

う
と

す
る

案
件

　
　

 　
令

和
３

年
１

１
月

１
日

か
ら

令
和

２
３

年
１

０
月

３
１

日
ま

で
の

期
間

、
大

野
市

上
小

池
に

お
い

て
、

面
積

３
０

４
ヘ

ク
タ

ー
ル

の
鳥

獣
保

護
区

特
別

保
護

地
区

を
指

定
す

る
こ

と
。
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鳥

獣
の

保
護

及
び

管
理

並
び

に
狩

猟
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
４

年
法

律
第

８
８

号
）

第
２

９
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

８
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
公

聴
会

を
開

催
す

る
の

で
、

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

（
平

成
１

２
年

福
井

県
規

則
第

９
７

号
）

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

河
内

鳥
獣

保
護

区
同

特
別

保
護

地
区

の
指

定
に

関
す

る
公

聴
会

の
開

催

　
⑴

　
日

時

　
　

　
令

和
３

年
８

月
３

０
日

（
月

）
１

３
時

３
０

分
か

ら

　
⑵

　
場

所

　
　

　
若

狭
町

役
場

上
中

庁
舎

２
階

第
一

会
議

室

　
　

　
福

井
県

三
方

上
中

郡
若

狭
町

市
場

２
０

－
１

８

　
⑶

　
意

見
を

聴
こ

う
と

す
る

案
件

　
　

 　
令

和
３

年
１

１
月

１
日

か
ら

令
和

２
３

年
１

０
月

３
１

日
ま

で
の

期
間

、
三

方
上

中
郡

若
狭

町
河

内
ほ

か
に

お
い

て
、

面
積

２
５

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

鳥
獣

保
護

区
特

別
保

護
地

区
を

指
定

す
る

こ
と

。

　
　

　
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
（

平
成

１
０

年
法

律
第

９
１

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

大
規

模
小

売
店

舗
の

変
更

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

５
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
な

お
、

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
が

そ
の

周
辺

の
生

活
環

境
の

保
持

の
た

め
配

慮
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

意
見

を
有

す
る

者
は

、
同

法
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

こ
の

公
告

の
日

か
ら

４
月

以
内

に
、

福
井

県
に

対
し

意
見

書
の

提
出

に
よ

り
こ

れ
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
カ

ー
マ

福
井

社
北

店
、

ハ
ニ

ー
食

彩
館

社
店

　
　

福
井

県
福

井
市

若
杉

四
丁

目
１

０
２

１
番

地
　

ほ
か

３
１

筆

２
 　

大
規

模
小

売
店

舗
を

設
置

す
る

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
株

式
会

社

　
　

代
表

取
締

役
　

石
黒

　
靖

規

　
　

東
京

都
品

川
区

南
大

井
六

丁
目

２
２

番
７

号

　
　

株
式

会
社

キ
ム

ラ
フ

ー
ズ

　
　

代
表

取
締

役
　

木
村

　
常

雄

　
　

福
井

県
福

井
市

大
宮

六
丁

目
５

３
１

番
地

３
　

変
更

し
た

事
項

　
⑴

 　
大

規
模

小
売

店
舗

を
設

置
す

る
者

の
氏

名
ま

た
は

名
称

お
よ

び
住

所
な

ら
び

に
法

人
に

あ
っ

て
は

代
表

者
の

氏
名

　
　

　
（

変
更

前
）

　
　

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
カ

ー
マ

株
式

会
社

　
　

　
　

代
表

取
締

役
社

長
　

豊
田

　
芳

行

　
　

　
　

愛
知

県
刈

谷
市

日
高

町
三

丁
目

４
１

１
番

地

　
　

　
（

変
更

後
）

　
　

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
株

式
会

社

　
　

　
　

代
表

取
締

役
　

石
黒

　
靖

規

　
　

　
　

東
京

都
品

川
区

南
大

井
六

丁
目

２
２

番
７

号

　
　

　
　

株
式

会
社

キ
ム

ラ
フ

ー
ズ

に
つ

い
て

は
、

変
更

な
し

　
⑵

 　
大

規
模

小
売

店
舗

に
お

い
て

小
売

業
を

行
う

者
の

氏
名

ま
た

は
名

称
お

よ
び

住
所

な
ら

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名

　
　

　
（

変
更

前
）

　
　

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
カ

ー
マ

株
式

会
社

　
　

　
　

代
表

取
締

役
社

長
　

豊
田

　
芳

行

　
　

　
　

愛
知

県
刈

谷
市

日
高

町
三

丁
目

４
１

１
番

地

　
　

　
（

変
更

後
）

　
　

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
株

式
会

社

　
　

　
　

代
表

取
締

役
　

石
黒

　
靖

規

　
　

　
　

東
京

都
品

川
区

南
大

井
六

丁
目

２
２

番
７

号

　
　

　
　

株
式

会
社

キ
ム

ラ
フ

ー
ズ

に
つ

い
て

は
、

変
更

な
し

４
　

変
更

の
年

月
日

　
　

令
和

３
年

３
月

１
日

５
　

変
更

す
る

理
由

　
　

Ｄ
Ｃ

Ｍ
株

式
会

社
が

Ｄ
Ｃ

Ｍ
カ

ー
マ

株
式

会
社

を
合

併
し

た
た

め

６
　

届
出

の
あ

っ
た

日

　
　

令
和

３
年

７
月

９
日

７
　

届
出

の
縦

覧
場

所

　
⑴

　
福

井
県

福
井

市
大

手
３

丁
目

１
７

番
１

号

　
　

　
福

井
県

産
業

労
働

部
産

業
政

策
課

　
⑵

　
福

井
県

福
井

市
手

寄
一

丁
目

４
番

１
号

ア
オ

ッ
サ

５
階

　
　

　
福

井
市

商
工

労
働

部
商

工
振

興
課

８
　

届
出

の
縦

覧
期

間
お

よ
び

縦
覧

で
き

る
時

間
帯

　
⑴

　
縦

覧
期

間

　
　

　
公

告
の

日
か

ら
４

月
間

　
⑵

　
縦

覧
で

き
る

時
間

帯
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午

前
８

時
３

０
分

か
ら

午
後

５
時

１
５

分
ま

で

９
　

意
見

書
の

提
出

先

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

福
井

県
産

業
労

働
部

産
業

政
策

課

　
　

　
福

井
棗

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

３
年

３
月

３
１

日
に

役
員

を
退

任
し

た
旨

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
１

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所
　

理
　

事
　

渡
邊

　
勝

　
　

　
福

井
市

白
方

町
１

０
－

２
９

理
　

事
　

小
林

　
秀

嗣
　

　
福

井
市

白
方

町
１

０
－

２
５

理
　

事
　

松
濱

　
一

男
　

　
福

井
市

石
橋

町
６

－
５

１

理
　

事
　

室
田

　
祐

治
　

　
福

井
市

浜
島

町
６

－
４

０

理
　

事
　

野
村

　
悦

雄
 　

　
福

井
市

白
方

町
１

０
－

４

理
　

事
　

栁
　

孫
右

ヱ
門

　
福

井
市

石
橋

町
１

－
６

８
－

１

理
　

事
　

黒
川

　
勳

　
　

　
福

井
市

石
新

保
町

１
９

－
１

０

理
　

事
　

森
　

信
一

　
　

　
福

井
市

石
橋

町
６

－
１

５

理
　

事
　

村
嶋

　
哲

郎
　

　
福

井
市

白
方

町
１

３
－

９

監
　

事
　

濱
内

　
慶

次
　

　
福

井
市

白
方

町
１

３
－

３
３

監
　

事
　

佐
藤

　
岩

雄
　

　
福

井
市

石
橋

町
１

－
２

０

　
　

　
福

井
棗

土
地

改
良

区
か

ら
、

土
地

改
良

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

１
９

５
号

）
第

１
８

条
第

１
７

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

者
が

令
和

３
年

４
月

１
日

に
役

員
に

就
任

し
た

旨
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

役
員

名
　

氏
　

　
　

名
　

　
　

住
　

　
　

所

理
　

事
　

渡
邊

　
勝

　
　

　
福

井
市

白
方

町
１

０
－

２
９

理
　

事
　

栁
　

孫
右

ヱ
門

　
福

井
市

石
橋

町
１

－
６

８
－

１

理
　

事
　

室
田

　
祐

治
　

　
福

井
市

浜
島

町
６

－
４

０

理
　

事
　

黒
川

　
勳

　
　

　
福

井
市

石
新

保
町

１
９

－
１

０

理
　

事
　

村
嶋

　
哲

郎
　

　
福

井
市

白
方

町
１

３
－

９

理
　

事
　

濱
内

　
慶

次
　

　
福

井
市

白
方

町
１

３
－

３
３

理
　

事
　

寺
前

　
守

一
　

　
福

井
市

石
橋

町
６

－
４

７

理
　

事
　

古
川

　
房

幸
　

　
福

井
市

白
方

町
１

３
－

７

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
１
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

１
９

９
条

第
７

項
の

規
定

に
基

づ
き

実
施

し
た

監
査

の
結

果
に

関
す

る
報

告
を

、
同

条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
監

査
委

員
　

笹
岡

　
一

彦

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

西
畑

　
知

佐
代

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

江
川

　
権

一

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

伊
藤

　
和

弘

理
　

事
　

島
田

　
明

浩
 　

　
福

井
市

石
橋

町
７

－
４

６

監
　

事
　

佐
藤

　
岩

雄
　

　
福

井
市

石
橋

町
１

－
２

０

監
　

事
　

金
森

　
強

　
　

　
福

井
市

白
方

町
１

２
－

１

監

査

委

員

告

示
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福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
２
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

１
９

９
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

実
施

し
た

監
査

の
結

果
に

関
す

る
報

告
を

、
同

条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
監

査
委

員
　

笹
岡

　
一

彦

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

西
畑

　
知

佐
代

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

江
川

　
権

一

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

伊
藤

　
和

弘

地
方

自
治

法
第

１
９

９
条

第
７

項
（

財
政

援
助

団
体

等
監

査
）

の
規

定
に

よ
る

監
査

の
結

果 
  第

１
 

監
査

の
概

要 
 

 
 

県
が

財
政

的
援

助
を

与
え

て
い

る
団

体
に

つ
い

て
、

不
適

正
な

事
務

処
理

防
止

の
観

点
か

ら
県

の

補
助

金
の

執
行

状
況

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
「

福
井

県
監

査
委

員
監

査
基

準
」

に
準

拠
し

、

監
査

を
実

施
し

た
。 

 
１

 
公

表
の

対
象

団
体 

 
 

 
今

回
公

表
の

対
象

と
す

る
の

は
、

令
和

３
年

６
月

に
監

査
を

行
っ

た
１

団
体

で
あ

る
。 

 
 
（

１
）
財

政
的

援
助

等
の

種
類

別
区

分
は
「

県
が

補
助

金
、
貸

付
金

、
損

失
補

償
等

の
財

政
的

援
助

を
 

与
え

て
い

る
も

の
」

で
あ

る
。 

 
 

（
２

）
団

体
の

種
類

別
区

分
は

「
公

益
財

団
法

人
」

で
あ

る
。 

 
 

 
  

２
 

監
査

の
着

眼
点 

 
 

 
次

の
事

項
を

主
な

着
眼

点
と

し
て

実
施

し
た

。 
（

１
）
補

助
金

の
間

接
補

助
事

業
者

で
あ

る
福

井
県

ハ
ン

ド
ボ

ー
ル

協
会

に
対

す
る

、
対

象
団

体
の

支

払
お

よ
び

検
査

事
務

は
適

正
で

あ
る

か
。

 

（
２

）
補

助
金

の
不

適
正

経
理

処
理

に
対

す
る

再
発

防
止

の
取

組
み

が
、
間

接
補

助
事

業
者

で
あ

る
各

団
体

関
係

者
に

周
知

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 
３

 
監

査
の

実
施

内
容 

 
 

 
次

の
方

法
に

よ
り

実
施

し
た

。 
（

１
）

対
象

の
団

体
に

つ
い

て
実

地
監

査
を

実
施

し
た

。 
 

 
（

２
）
実

地
監

査
に

つ
い

て
は

、
対

象
団

体
か

ら
資

料
の

提
出

を
求

め
、
事

務
局

職
員

が
調

査
し

た
結

果
に

基
づ

き
、

監
査

委
員

が
対

象
団

体
の

関
係

者
か

ら
説

明
を

求
め

て
実

施
し

た
。 

 
  第
２

 
監

査
の

結
果 

１
 

実
施

状
況 

（
１

）
対

象
機

関
 

 
 

公
益

財
団

法
人 

福
井

県
ス

ポ
ー

ツ
協

会 
 

（
２

）
実

施
年

月
日

 
 

令
和

３
年

６
月

２
５

日 
（

事
務

局
職

員
に

よ
る

調
査

 
令

和
３

年
６

月
１

５
日

） 
（

３
）

対
象

期
間

 
  

平
成

２
７

年
度

か
ら

令
和

３
年

度
調

査
日 

  ２
 

結
果 

 
 

 
 
（

公
財

）
福

井
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

が
福

井
県

ハ
ン

ド
ボ

ー
ル

協
会

に
交

付
し

た
補

助
金

の
支

払

お
よ

び
検

査
事

務
に

つ
い

て
は

改
善

を
要

す
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。 

  ３
 

検
討

事
項 

福
井

県
ハ

ン
ド

ボ
ー

ル
協

会
に

お
い

て
、
競

技
力

向
上

対
策

事
業

補
助

金
の

不
適

正
経

理
が

あ

っ
た

こ
と

は
誠

に
遺

憾
で

あ
る

。
 

（
公

財
）
福

井
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

に
お

い
て

は
、
定

期
的

な
会

計
実

地
検

査
や

研
修

の
実

施
な

ど
に

よ
り

、
各

競
技

団
体

の
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
確

保
や

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
強

化
を

進
め

ら
れ

た

い
。

 

ま
た

、
各

競
技

団
体

に
対

し
て

、
複

数
人

に
よ

る
会

計
事

務
執

行
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
専

門
家

や
役

員
に

よ
る

監
査

の
実

施
な

ど
、
適

正
な

会
計

・
経

理
事

務
が

担
保

さ
れ

る
体

制
を

整
備

す
る

よ
う

指
導

さ
れ

た
い

。
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令
和
三
年
八
月
三
日
発

　
行

　
発
行
人

　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇

　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号

　
福

　
井

　
県

 
 

地
方

自
治

法
第

１
９

９
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
随

時
監

査
の

結
果 

  第
１

 
随

時
監

査
の

趣
旨 

 
 

 
県

の
機

関
に

お
け

る
財

務
に

関
す

る
事

務
の

執
行

に
つ

い
て

、
不

適
正

な
事

務
処

理
防

止
の

観

点
か

ら
補

助
金

の
執

行
状

況
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

定
期

監
査

と
は

別
に

、
「

福
井

県

監
査

委
員

監
査

基
準

」
に

準
拠

し
、

随
時

監
査

を
実

施
し

た
。 

 第
２

 
監

査
の

対
象 

 
 

 
 
（

公
財

）
福

井
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

お
よ

び
第

７
３

回
国

民
体

育
大

会
福

井
県

競
技

力
向

上
対

策

本
部

に
対

す
る

補
助

金
の

う
ち

、
福

井
県

ハ
ン

ド
ボ

ー
ル

協
会

に
交

付
し

た
も

の
を

対
象

と
す

る
。
 

 第
３

 
監

査
の

着
眼

点 
 

１
 

補
助

金
事

務
に

つ
い

て 
 

２
 

福
井

県
ハ

ン
ド

ボ
ー

ル
協

会
の

不
適

正
経

理
処

理
に

つ
い

て 
 

  第
４

 
監

査
の

実
施

方
法 

 
 

 
平

成
２

７
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

に
お

け
る

（
公

財
）

福
井

県
ス

ポ
ー

ツ
協

会
へ

の
補

助
金

、

平
成

２
７

年
度

か
ら

平
成

３
０

年
度

に
お

け
る

第
７

３
回

国
民

体
育

大
会

福
井

県
競

技
力

向
上

対
策

本
部

に
対

す
る

補
助

金
の

う
ち

、
福

井
県

ハ
ン

ド
ボ

ー
ル

協
会

に
交

付
し

た
も

の
の

事
務

が

適
正

に
処

理
さ

れ
て

い
る

か
監

査
し

た
。 

 
 

  第
５

 
随

時
監

査
の

結
果

等 
 

１
 

実
施

状
況 

 
（

１
）

対
象

機
関

 
 

 
 

教
育

庁
 

保
健

体
育

課 
（

２
）

実
施

年
月

日
 

 
 

令
和

３
年

６
月

２
５

日 
（

事
務

局
職

員
に

よ
る

調
査

 
令

和
３

年
６

月
１

５
日

）
  

（
３

）
対

象
期

間
 

 
 

 
平

成
２

７
年

度
か

ら
令

和
３

年
度

調
査

日 
  

２
 

結
果 

 
 

保
健

体
育

課
が

、
（

公
財

）
福

井
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

お
よ

び
第

７
３

回
国

民
体

育
大

会
福

井
県

競
技

力
向

上
対

策
本

部
に

交
付

し
た

補
助

金
の

支
払

お
よ

び
検

査
事

務
に

つ
い

て
は

改
善

を
要

す
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
（

福
井

県
ハ

ン
ド

ボ
ー

ル
協

会
交

付
分

）
。 

  
３

 
検

討
事

項 
福

井
県

ハ
ン

ド
ボ

ー
ル

協
会

に
お

い
て

、
競

技
力

向
上

対
策

事
業

補
助

金
の

不
適

正
経

理
が

あ

っ
た

こ
と

は
誠

に
遺

憾
で

あ
る

。
 

保
健

体
育

課
に

お
い

て
は

、
（

公
財

）
福

井
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

に
よ

る
定

期
的

な
会

計
実

地
検

査
や

研
修

の
実

施
な

ど
、
各

競
技

団
体

の
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
確

保
や

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
強

化
が

徹
底

さ
れ

る
よ

う
指

導
さ

れ
た

い
。

 

ま
た

、
各

競
技

団
体

に
お

い
て

、
複

数
人

に
よ

る
会

計
事

務
執

行
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
専

門
家

や
役

員
に

よ
る

監
査

の
実

施
な

ど
、
適

正
な

会
計

・
経

理
事

務
が

担
保

さ
れ

る
体

制
整

備
が

進
む

よ
う

（
公

財
）

福
井

県
ス

ポ
ー

ツ
協

会
を

指
導

さ
れ

た
い

。
 

  


